
 

 
広告関連法務研修会のご案内 

謹 啓 時下ますますご清祥の段、お喜び申し上げます。 

  さて、例年東京と大阪で開催しております「広告関連法務研修会」を今年は名古屋でも開催する事になり

ました。第１部が消費者庁表示対策課課長補佐の岸本宏之氏による「景品表示法の運用状況と違反事例

について」、第２部が公益社団法人日本広告審査機構の審査部長林功による「平成２２年度の JARO 審査

概況と事例」の２部構成で開催いたします。 

  平成２２年度の景品表示法については、措置命令（旧排除命令）２０件、警告２件、注意５９０件などが処

理され、件数的には一昨年に比べ大幅に増加しています。中でも、食品に関する措置命令が１１件と目立っ

ている点や、クーポン共同購入サイトへの広告適正化の要請、いわゆる「ペニーオークション」サービスへ

の措置命令など、新しいビジネスへの対応も見受けられました。これらの状況も踏まえた上で、広告を制作

する際に必要な配慮や注意点などについて、岸本氏にご説明いただきます。 

  第２部は、「平成２２年度の JARO 審査概況と事例」と題しまして、平成２２年度に JARO が扱った案件の

解説を行います。 

  なお、今回は皆さまから事前にご質問を受け付けますので、お申し込みの際に併せてご質問をいただけ

れば幸いです。 

敬 白 

 

記 

 

１．日   時： 平成２３年１０月３日（月） １４：００～１６：１０ （開場１３：３０） 

 

２．場   所： 中日新聞社 ６階 大ホール （地図別紙） 

 名古屋市中区三の丸一丁目 6 番 1 号   

           ※受付は１階正面玄関になります。 

 

３．演題・講師： 第１部 １４：００～１５：３０ 

   「景品表示法の運用状況と違反事例について」 

  消費者庁 表示対策課 課長補佐  岸本 宏之 氏 

 第２部 １５：４０～１６：１０ 

  「平成２２年度の JARO 審査概況と事例」 

  公益社団法人日本広告審査機構 審査部長 林 功 

 

４．参 加 費： １人１，０００円 （資料代として） 

  参加費は、当日会場にてお支払いください。領収書をご用意します。 

  受講の際には参加申込時のＦＡＸ控えまたはお名刺をお持ちください。 

 

５．申 し 込 み： 別紙にご記入の上、ＦＡＸにて各主催団体へお申し込みください。 

  申し込み多数の場合は、定員になり次第、締め切らせていただきます。定員後でお受け

できなかった場合のみご連絡いたします。 

 

６．主   催： 社団法人愛知広告協会 、社団法人日本アドバタイザーズ協会、社団法人日本広告業協会、 

社団法人日本アド・コンテンツ制作社連盟、社団法人日本広告制作協会、 

一般社団法人インターネット広告推進協議会、公益社団法人日本広告審査機構 

 

７．問い合わせ： 公益社団法人日本広告審査機構 TEL（０３）３５４１－２８１３ 

 



 
[110908G] 

 

ＦＡＸ：（０３）３５４１－２８１６ （日本広告審査機構） 
 

 １０月３日（月）「広告関連法務研修会」 参加申込書  
 

貴社名：                     

※非会員の方は後日入会のご案内をさせていただくことがございます。 

参加者名：            部署名：                     ＴＥＬ：              

参加者名：            部署名：                     ＴＥＬ：              

参加者名：            部署名：                     ＴＥＬ：              

ご質問をご記入ください（時間の都合などにより、すべてのご質問にお答えできない場合がありますので、ご了承ください）

【第１部講師への質問】 

 

 

 

 

 

【第２部講師への質問】 

会場略図 【 中日新聞社 ６階 大ホール 名古屋市中区三の丸一丁目 6 番 1 号 】 

            ※受付は１階正面玄関になります。  

           
地下鉄鶴舞線または桜通線「丸の内駅」下車。1 番出口から徒歩 7 分 


